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1	 公務執行妨害罪
公務員が（❶　　　　　）するに当たり、暴行・脅迫を加えた場合に成立する

○　（❶）するに当たり
現に（❶）中である場合だけでなく、それと（❷　　　　　）にあると認め

られる場合も含まれる（最判昭45.12.22）
判例は、一時的に湯茶を飲むため又は用便のために、休憩室あるいは小便所

に赴いても、執務の意思を放棄したものとはいえず、公務の執行中に当たると
している（大阪高判昭51.7 .14）

2	 事例の検討
以下の検討により甲に公務執行妨害罪が成立する

⑴　（❶）するに当たり
B巡査は、適法な在所勤務中であり、一時的に給湯室にいたとしても、執務

の意思を破棄し、在所勤務から離脱したとはいえない
⑵　暴行

甲は職務執行中のB巡査を殴りつけた
⑶　故意

甲は、暴行の相手方が公務員であるB巡査であること、B巡査が職務の執行
に当たっていること、B巡査に対して暴行を加えていることを認識している

�❶職務を執行　❷時間的・場所的に接着し、実質的に一体関係

暗記用ダイジェスト　　▼ ▼ ▼

甲は、A交番に勤務しているB巡査が、制服姿で在所しているのを見かけた。甲は、かつてB巡
査と居酒屋の客同士の関係で揉めたことがあり、その時の恨みを晴らしてやろうと決意し、正面か
らA交番に入り込んだ。在所中であったB巡査は、お茶を沸かすために給湯室で水をくんでいたと
ころであったが、甲は給湯室まで押し入り、B巡査を殴りつけた。
甲は、後日の取調べで、B巡査は休憩中であって、職務の執行中ではなかったのではないかと主

張した。
この場合における甲の刑責について述べなさい。
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本書の利用ガイド

本書は、令和6年の本試験で出題が予想されるテーマを精選した上、試験時間
内に書き上げることができるよう答案例を簡潔にまとめた実践的な論文集です。

●�法学論文・実務論文編の中から、試験に出やすい問題を更に厳選して、
103問掲載しています。
●�答案の要点だけをまとめ、ダイジェスト化することで、更に暗記がしやす
くなっています。

◉ 暗記用ダイジェスト編

法学論文・実務論文編の中論文
から、特に重要な問題をセレク
トしました。

法学論文・
実務論文編の問題

ドリルを解く感覚で取り組めま
す。同じ丸数字には同じワード
が入ります。

穴埋め式

答案の分量を約50％減量し、
暗記しやすいようにしました。

要点をダイジェスト化
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甲は、A交番に勤務しているB巡査が、制服姿で在所しているのを見かけた。甲
は、かつてB巡査と居酒屋の客同士の関係で揉めたことがあり、その時の恨みを晴
らしてやろうと決意し、正面からA交番に入り込んだ。在所中であったB巡査は、
お茶を沸かすために給湯室で水をくんでいたところであったが、甲は給湯室まで押
し入り、B巡査を殴り付けた。
甲は、後日の取調べで、B巡査は休憩中であって、職務の執行中ではなかったの

ではないかと主張した。
この場合における甲の刑責について述べなさい。

答案作成上のポイント
公務執行妨害罪の成否について、B巡査が公務の執行中であったといえるか

を検討する。判例は、一時的に湯茶を飲むため又は用便のために、休憩室ある
いは小便所に赴いても、執務の意思を放棄したものとはいえず、公務の執行中
に当たるとしている（大阪高判昭51.7.14）。

1	 結論
甲は、公務執行妨害罪の刑責を負う（刑法95条 1項）。

2	 公務執行妨害罪
⑴�　意義
公務員がその職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を加えた場合に成立す

る。
⑵��　職務を執行するに当たり
ア�　「職務」は、広く公務員が取り扱う事務の全てを含む。本罪により保護さ
れる公務員の職務は、適法なものでなければならない（東京高判昭33.7 .�
28）。

イ�　「執行するに当たり」には、現に職務を執行中である場合だけでなく、職

問�題

答案例：まずは項目立てから覚えよう�！

務の執行と時間的・場所的に接着し、実質的に一体関係にあると認められる
職務行為も含まれる（最判昭45.12.22）。
判例は、一時的に湯茶を飲むため又は用便のために、休憩室あるいは小便
所に赴いても、執務の意思を放棄したものとはいえず、公務の執行中に当た
るとしている（大阪高判昭51.7 .14）。

⑶��　暴行・脅迫
本罪における暴行・脅迫は、広義の暴行・脅迫を意味する。
ア�　暴行は、公務員に向けられた、職務執行を妨害するに足りる程度の有形力
の行使であれば、身体に直接向けられたもの（直接暴行）だけでなく、補助
者や物に加えられることにより間接的に公務員に影響を与える間接暴行も含
まれる（最判昭37.1 .23）。
イ�　脅迫は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を意味し、その手段・方法、
告知される害悪の内容を問わない。

⑷��　妨害結果の要否
本罪の成立には、暴行・脅迫を加える行為があれば足り、暴行・脅迫の結果
として公務員の職務執行が現実に妨害されたことを要しない（抽象的危険犯）
（最判昭33.9 .30）。
⑸�　故意
本罪の故意は、①相手方が公務員であること、②その公務員が職務の執行に
当たっていること、③その公務員に対して暴行・脅迫を加えることを認識して
いれば足りる。公務の執行を妨害する意図や目的は必要ない（大判大 6.12.�
20）。

3	 事例の検討
⑴�　職務を執行するに当たり
B巡査は、在所勤務中であり、一時的に給湯室にいたとしても、執務の意思
を破棄し、在所勤務から離脱したとはいえないから、職務の執行中であったと
いえる。
⑵��　暴行・脅迫
甲がB巡査を殴り付けた行為は、公務執行妨害罪の暴行に当たる。

⑶��　故意
甲は、暴行の相手方が公務員であるB巡査であること、B巡査が在所勤務中
であること、B巡査に対して暴行を加えていることを認識しているから、公務
執行妨害罪の故意に欠けるところはない。
⑷��　結論
以上より、甲には、公務執行妨害罪が成立する。�

公務執行妨害罪（2）�09
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答案作成上のポイントでは、答
案に書くべきポイントを掲載し
ました。これを一読すれば、何
を書くべきかが分かります。

「書くべきこと」を掲載
試験時間内で書くことのできる
実践的な答案例です。

試験でそのまま書ける

重要語句は太字になっているの
で、覚えるべき箇所が分かりや
すくなっています。

重要語句を太字に
問題は、試験で出題される可能
性の高いものを近年の傾向等か
ら厳選しています。

厳選された問題

●�法学＆実務でたっぷり237問掲載しています。
●�試験時間内で書けるよう、中論文は見開き2ページ、簡記は1ページに収
めました。

◉ 法学論文・実務論文編
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法令略称一覧

か 警職法 警察官職務執行法

刑訴規則 刑事訴訟規則

刑訴法 刑事訴訟法

拳銃規範 警察官等拳銃使用及び取扱い規範

国際テロリスト
財産凍結法

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ
我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

国賠法 国家賠償法

国公法 国家公務員法

さ 災対法 災害対策基本法

私事性的画像被害
防止法 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

自動車運転死傷処罰法 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法

出資法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

ストーカー規制法 ストーカー行為等の規制等に関する法律

た 団体規制法 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

地公法 地方公務員法

通信傍受法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

DV防止法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

道交法 道路交通法

取調べ監督規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

な 入管法 出入国管理及び難民認定法

は 犯捜規 犯罪捜査規範

風営法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

不正アクセス禁止法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

暴力団対策法 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

ま 酩酊者規制法 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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階級別出題ランキング 
Best3

試験によく出る

論文試験出題テーマランキング上位Best3 を、階級ご
とに科目別にまとめました。最優先で学習するテーマの
目安としていただければと思います。
なお、「管理」に関しては、本書では掲載問題数が少な
いこと、KORON令和6年 4月号付録「管理論文2024」
で特集を組むことから、本書ではBest3 の掲載を見送
っております。



巡査部長 警部補 警部

試験によく出るランキング

　　　　 被疑者の権利ではココをチェック！
法定手続の保障、不当に逮捕されない権利等の、憲法に定められた被疑者の人
権保障を正確に挙げられるようにしましょう。

　　　　 逮捕における令状主義ではココをチェック！
逮捕における令状主義の考え方を論述できるようにしましょう。特に緊急逮捕
の合憲性は頻出テーマです。

　　　　 住居の不可侵ではココをチェック！
検視のための立入りや、警職法上の立入りと住居の不可侵の関係について論述
させる問題が頻出です。

ベスト 3 以外ではココもチェック！
自白や、憲法改正についても注意しましょう。

第 1 位

第 2 位

第 3 位

出題ランキング Best3

第 1 位

第 2 位

第 3 位

被疑者の権利 憲法04

憲法05

憲法06

関連問題番号

逮捕における令状主義

住居の不可侵

1

2

3

憲　法
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暗記用
ダイジェスト

法学論文・実務論文編の問題の中で試験に頻出の問題を
セレクトし、記憶喚起の助けになるよう答案の骨組み部
分（重要部分）を穴埋め式のダイジェストにしました。
まずはダイジェストを覚え、そこに内容を肉付けしてい
くと、効率よく勉強が進みます。



1	 肖像権の意義
○�　公権力によってみだりに容貌等を撮影されない自由
○�　憲法13条の（❶　　　　　）をもとに認められる、新しい人権

2	 肖像権と犯罪捜査
○�　（❷　　　　　）もないのに、警察官が個人の容貌等を撮影することは、憲
法13条の趣旨に反し許されない
○�　（❸　　　　　）のために必要がある場合には、肖像権も制限を受け、撮影
を行うことが許される（最大判昭44.12.24）

3	 防犯カメラと肖像権
⑴　犯人の同一性確認のための撮影の許否
捜査目的を達成するため、（❹　　　　　）な範囲で、（❺　　　　　）な方
法によって行われたものであれば、撮影は許される（最決平20.4 .15）

⑵　犯罪発生前からの継続的な撮影の許否
犯罪が発生する（❻　　　　　）、あらかじめ証拠保全を行う（❹　　　　　）
性及び（❼　　　　　）性があり、撮影が社会通念に照らして（❺　　　　　）
と認められる方法で行われるならば、撮影は許される（東京高判昭63.4 .1）

4	 防犯カメラ映像を犯罪捜査に利用することの適否
判例の事案、その判断基準を参考にしながら、画像の使用目的・方法を検討す
る

❶幸福追求権　❷正当な理由　❸公共の福祉　❹必要　❺相当　❻相当高度の蓋然性　❼緊急�

暗記用ダイジェスト　　▼ ▼ ▼

昨今の社会における防犯カメラ設置の浸透により、防犯カメラは警察が行う捜査活動のあらゆる
場面で不可欠な存在となっている。

防犯カメラで撮影した映像を犯罪捜査に利用することの適否について、憲法上の論点を挙げて述
べなさい。 

防犯カメラと犯罪捜査 01
憲　法
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昨今の社会における防犯カメラ設置の浸透により、防犯カメラは警察が行う捜査
活動のあらゆる場面で不可欠な存在となっている。 

防犯カメラで撮影した映像を犯罪捜査に利用することの適否について、憲法上の
論点を挙げて述べなさい。 

答案作成上のポイント
防犯カメラを設置して撮影・録画することは肖像権との関係で問題となる

が、本問ではさらに撮影した映像を捜査に使うことについて問われている。 
▼そこで 
①肖像権の意義と、②防犯カメラによる撮影・録画の適否について述べた上

で、③映像を犯罪捜査に利用することの適否を検討する。

1	 肖像権
⑴　意義
自らの容

よう
貌
ぼう
や姿態をみだりに他人から撮影されたり、録画されたりしない権

利のことをいう。この権利は、憲法に明記されている権利ではないが、新しい
人権の 1つとして憲法13条の幸福追求権に含まれる。

⑵　制約
警察官が正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13
条の趣旨に反し許されないが、公共の福祉のために必要がある場合には、その
自由も相当の制限を受ける（最大判昭44.12.24）。

2	 防犯カメラを設置して撮影・録画することの適否
⑴　犯人の同一性確認のためのビデオ撮影
具体的な状況の下、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、
公共の場所における撮影など相当な方法によって行われたものであれば、撮影
を行う合理的理由があるため、適法である（最決平20.4 .15）。

⑵　犯罪防止のためのビデオ撮影
犯罪が発生する相当程度の蓋

がい
然
ぜん

性
せい
が認められる場合に、あらかじめ証拠保全

の手段・方法をとっておく必要性及び緊急性があれば、道路や公共施設等の公
開された場所に防犯カメラを設置することは相当な方法といえるため、現に犯
罪が行われる以前から、犯罪の発生が予測される場所を継続的・自動的に撮

問 題

答案例：まずは項目立てから覚えよう ！

防犯カメラと犯罪捜査 01
ダイジェスト ▶ P046
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影・録画することも適法である（東京高判昭63.4 .1）。

3	 防犯カメラ映像を犯罪捜査に利用することの適否
撮影・録画された画像を捜査活動に利用することができれば、迅速な犯人検挙
につながり、犯罪の抑止効果も期待できる。
したがって、前掲の判例の事案、その判断基準を参考にしながら、画像の使用
目的・方法を検討し、具体的事情のもと、相当な方法で、合理的な理由があると
認められる場合には、個人の肖像権を不当に侵害することにはならず、防犯カメ
ラ画像を捜査に活用することができる。
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